
地方創生臨時交付金　令和３年度実施事業

No. 事業の名称
事業の概要
①目的・効果
②交付金を充当する経費内容

事業
始期

事業
終期

総事業費
　　　　　　　［千円］

臨時交付金充当額
　　　　　　　［千円］

効果（事業の評価） 所管

1 移住促進事業

①新型コロナウイルス禍により地方への移住機運の高まりがあることを
踏まえ、移住相談窓口を開設し、移住希望者に対して本市のPRを積極
的に行うとともに、お試し移住体験施設を整備し、移住を促進する。
②経費内訳
○ふるさと回帰支援センターでのPR活動
（費用弁償、旅費、手数料、負担金）
○移住窓口設置業務委託料
　 プロポーザル経費（報酬、費用弁償）
○お試し移住施設環境整備費
　（消耗品費、光熱水費、保険料、テレビ聴視料、備品購入費）
○お試し移住体験促進業務委託料
○古民家活用セミナー開催（５回）経費
（講師謝礼金、費用弁償）

R3.5 R4.3 13,769 13,641

移住相談窓口の設置やお試し移住体験等の事業を実施し、移住希
望者が移住を検討しやすい環境を整備したことで、移住が促進さ
れ、142名から移住相談があり、そのうち44組76名が移住された。

復興企画部ＳＤ
Ｇｓ移住定住推
進課

2 防災活動支援事業

①災害発生時における避難所での感染拡大防止対策に必要となる備品
を整備する。
②・一般避難者スペースの飛沫感染防止用
  パーテーションを設置することで、避難者同士の飛沫感染を防止する。
・対策スペース（感染の疑いがある方の隔離スペース）の段ボールベッド
　感染が疑われる具合が悪くなった方のための簡易ベッドとして使用す
る。
・避難所受付時の三密回避用

R3.5 R3.8 39,939 39,939

避難所等に感染拡大防止対策に必要となる備品を確保することで、
災害時の避難所等の運営の充実化が図られた。

総務部危機対
策課

3
新型コロナウイルス感染症
対応協力金

①新型コロナウイルス感染症に係る診療・検査体制を支援するため、感
染リスクに向き合いながら、ＰＣＲ検査（検体採取）を実施している帰国
者・接触者外来及び診療・検査医療機関に対して協力金を交付する。
②協力金50,000円/月×医療機関数×協力月数

R3.4 R4.3 19,700 8,000

新型コロナウイルスの第５波・第６波による、医療提供体制への影響
が懸念されたが、行政検査を実施する医療機関へ協力金を交付す
ることにより、感染拡大防止及び発熱症状を有する患者等に対する
診療体制の確保に繋げることができた。

保健福祉部健
康推進課

4
桃生地域福祉センター感染
症対策事業

①当該施設は、高齢者の閉じこもりやフレイル防止のための活動拠点と
なる地域福祉センター及びデイサービスセンターである。感染防止対策
として窓を開けるなどの換気を行う方法が挙げられるが、夏季の高温
時、又冬季の低温時に換気を常時行うことは高齢者の身体的にも負担
を要し、場合によっては生命の危険性も考えられる。利用者である高齢
者は新型コロナウイルスに感染すると重症化する可能性が高いことを考
慮し感染拡大防止策を講じなければならないが、高温、低温に配慮した
環境も考慮する必要があるため、空気清浄機能を有する空調設備を導
入し、室内温度を一定に保ちつつ感染リスクの軽減を図ることでより安
心して施設を利用することができる。
②空気清浄機能を有する空調設備整備工事（設置・撤去）

R3.5 R4.3 18,029 16,054

本事業により、桃生地域福祉センターに空気清浄機能を有する空調
設備が導入されて、快適な室内環境が保たれ、感染リスクの軽減が
図られたことによって、安心して本施設を利用できる環境が整った。

桃生総合支所
市民福祉課

5 感染防止対策等補助事業

①事業者が経済活動を実施するにあたり、新型コロナウイルス感染を予
防するための取組みを支援することで、市内での感染拡大を防止し、顧
客にも安心して店舗等の利用を促し市内経済活動を円滑にする。
②市内中小企業が取り組む新型コロナウイルス感染症の感染予防策や
今後の感染拡大防止等に向けた取組みに係る費用を補助する。
（補助率3/4　上限額200千円（複数事業所400千円）
※Ｒ２年度に交付を受けた事業者も対象とする。
対象期間：Ｒ3.1月～６月

R3.4 R3.10 218,593 88,593

事業者が実施する新型コロナウイルス感染症を予防するための取
組みを支援することで、市内での感染拡大を防止し、顧客にも安心し
て店舗等の利用を促し、もって市内経済活動を円滑にすることがで
きた。
交付決定件数1,391件　支給総額2億1,859万3千円 産業部商工課
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地方創生臨時交付金　令和３年度実施事業

No. 事業の名称
事業の概要
①目的・効果
②交付金を充当する経費内容

事業
始期

事業
終期

総事業費
　　　　　　　［千円］

臨時交付金充当額
　　　　　　　［千円］

効果（事業の評価） 所管

6 地域商品券事業（第２弾）

①新型コロナウイルス感染拡大により、大きな影響を受けていることか
ら、停滞する地域経済の活性化と市民の消費喚起を促すため、市内の
飲食店、小売店、サービス業等で使用可能な地域商品券を販売する。
②
　・3割増し商品券（額面13,000円の商品券（1冊＝1,000円×15枚綴り）を
10,000円で60,000冊販売。
　・取扱店の募集や商品券の作成、販売、換金などの業務委託料。

R3.4 R4.1 212,432 147,432

【販売期間】①通常販売　令和3年6月1日～令和3年7月30日
　　　　　　　 ②再販売　令和3年9月1日～令和3年10月29日
【使用期間】令和3年6月1日～令和3年11月30日
【販売総数】用意した60,000冊（780,000枚）のうち59,432冊（772,616
枚）が購入された。（販売率99.1％）
【販売総額】594,320,000円
　市内1,121店が商品券加盟店として参加し、販売枚数772,616枚の
うち換金枚数は768,805枚、換金率は99.5%となった。新型コロナウイ
ルス感染拡大により停滞する地域経済を活性化し、市民の地元消費
を喚起するものとなった。

産業部商工課

7
新型コロナウイルス感染症
対策企業支援事業

①新型コロナウイルス感染症対策に係る企業支援事務を円滑に実施す
るため、企業支援に係る各種助成金等の支給事務を行う会計年度任用
職員（事務補助員）を１名雇用する。
②
事務補助員報酬
期末手当
社会保険料
期末手当社会保険料
通勤手当

R3.4 R4.3 1,952 1,000

企業支援に係る各種助成金等の支給事務を行う会計年度任用職員
（事務補助員）を１名雇用することで、新型コロナウイルス感染症対
策に係る企業支援事務を円滑に実施することができた。

産業部商工課

8
観光関連産業事業者経営
支援事業

①緊急事態宣言の発出や、Gotoトラベルの停止により、外出、行動・経
済活動の自粛により観光関連産業が大きな影響を受けていることから、
市内の中小事業者及び個人事業主を支援することで、事業の継続性を
確保し雇用の安定を図る。令和2年12月～令和3年2月のいずれかの月
と前年同月比で20％以上の売上の減少があった観光関連産業事業者
に対して支援金を支給。
②支援内容（他財源は県補助金20,000千円）
　・宿泊業　：１事業者　　200千円＋１室2千円　上限額　500千円／　・旅
行代理店　　：1事業者　200千円／
　・観光バス会社　：１事業者　200千円+1台20千円　上限額　400千円／
・タクシー会社　：１事業者　200千円+1台10千円　上限額　400千円
　　※バス及びタクシーの両事業を営んでいる者は500千円を上限とす
る。　・離島航路事業者（国等の補助金を受けている定期航路事業者を
除く）：１事業者　200千円　・その他の事業者（観光物産土産品等を扱う
小売店については、販売商品の概ね８０％以上を扱っている事業者であ
ること）：１事業者　200千円

R3.4 R3.9 20,682 682

新型コロナウイルス感染症拡大の影響を受け売上が減少した観光
関連産業事業者へ助成金の交付を行い、事業継続に寄与した。
申請件数：84件
交付件数：81件
交付金額：20,674,000円

産業部観光課

9
販売促進等支援事業補助
事業

①②新型コロナウイルス感染拡大により落ち込んだ地域経済を立て直
すため、市内事業者が行う販路拡大事業を支援し販売促進を図るた
め、市内の3社以上の事業者等が、販売促進するために行う事業に対し
補助金を交付する。
補助率：10/10　上限額：500千円

R3.4 R4.3 13,115 12,000

新型コロナウイルス感染症拡大の影響を受け売上が減少した事業
者が連携して売上回復に取り組む活動を支援し、地域経済の活性
化につながった。
交付件数：30件
交付金額：13,115,483円

産業部観光課

10
小中学校衛生環境対策事
業

①②新型コロナウイルス感染症の蔓延防止のため、校舎のトイレの便
器を和式から洋式へ改修することで、衛生環境の改善を図る。
【小学校】
　貞山小学校
【中学校】
　河北中学校

R3.5 R3.12 178,050 174,681

和式便器から洋式便器にすることで、水を流す際のウイルス飛散防
止に繋がり、新型コロナウイルスの感染拡大防止を図ることができ
た。 教育委員会学

校管理課

11 投票所感染対策事業

①Ｒ3.4.25執行予定の市長選挙執行に伴う感染拡大防止対策として、必
要な物品の購入費を計上するもの。
②
・養生シート
・ラインテープ
・消耗品

R3.4 R3.6 2,240 2,239

投票所における感染症予防対策として、出入り口にアルコール消毒
液の設置し来場者へ手指の消毒について協力を促すとともに、事務
従事者においては飛沫防止フェイスシールド配布、と投票用紙配布
係においてはニトリルグローブを着用し投票事務にあたり感染症予
防に努めた。
また、選挙人が密にならぬようラインテープ等で間隔を確保したほ
か、事務従事者による記載台の定期的な消毒により効果的な感染
症予防ができた。

選挙管理委員
会事務局
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地方創生臨時交付金　令和３年度実施事業

No. 事業の名称
事業の概要
①目的・効果
②交付金を充当する経費内容

事業
始期

事業
終期

総事業費
　　　　　　　［千円］

臨時交付金充当額
　　　　　　　［千円］

効果（事業の評価） 所管

12
公立保育所 感染拡大防止
対策環境整備事業

①公立保育所内に空気清浄機を設置し、園児の感染防止対策を図る。
②保育室等 空気清浄機購入
151台（20保育所） R3.7 R3.7 5,043 5,043

各公立保育所に空気清浄機を設置することで、空気を常に循環さ
せ、ウイルスを除去することができ、適切な感染予防が図られた。 保健福祉部子

ども保育課

13
時短要請等関連事業者支
援事業

①・目的　／新型コロナウイルス感染症拡大防止のため、宮城県の営業
時間短縮要請の影響を受け、売上が減少した事業者に対して支援金を
給付するもの。
②・対象／営業時間短縮要請の影響により売上が減少した市内中小事
業者の内、類似の支援金の受給対象とならない事業者
・対象要件／令和３年1月か５月のいずれか１か月の売上高が、前々年
もしくは前年同月比で２０％以上減収していること
・支給額／減収額に応じて支給
１：減収額　　　500千円未満　→　100千円
２：減収額　　　500千円以上、2,000千円未満　→　200千円
３：減収額　　2,000千円以上　→　300千円

R3.7 R3.9 11,300 11,300

宮城県の営業時間短縮要請の影響を受け、売上が減少した事業者
に対して支援金を給付することで、新型コロナウイルス感染症拡大を
防止することができた。
交付決定件数58件　支給総額1,130万円

産業部商工課

14
中小企業等事業再構築支
援事業

①・目的／ポストコロナ・ウィズコロナの時代の経済社会の変化に対応
するため、中小企業等の事業再構築を支援することで、事業者の支援を
図る。（国の事業再構築促進事業の石巻版）
・対象／申請前の６カ月間のうち、任意の３か月の合計売上高が、コロ
ナ影響前の同３か月と比較して１０％以上減少している中小企業等。国
の事業再構築補助金の対象でないこと。
・対象要件／事業再構築につながる取り組みを行うこと。（例）・ヨガ教室
では室内での密を回避するため、新たにオンライン形式で運営を開始。
・居酒屋で新たにオンライン専用の注文サービスを開始。 ・宿泊業が従
業員の雇用継続と事業拡大のため、高齢者向け食事宅配業を開業
②・対象となる経費／建物購入費、建物改修費、設備導入費、システム
購入費、技術導入費、販売促進費等
・支給額／１事業者あたり上限100万円　補助率２／３（補助金の下限
無）

R3.7 R4.3 12,737 11,396

新型コロナウイルス感染症により経営に多大な影響を受けた事業者
が、環境の変化に対応した新たな事業の創造を通じ、経営力の強化
及び事業の再構築を促進したことにより、地域経済の活性化が図ら
れた。
交付決定件数15件　支給総額1,273万7千円

産業部商工課

15
公立幼稚園 新型コロナウイ
ルス感染症等感染拡大防
止対策環境整備事業

①公立幼稚園内に、空気清浄機を設置し、園児の感染防止対策を図
る。
②保育室等 空気清浄機購入
20台（4施設）

R3.7 R3.8 590 590

空気清浄機を幼稚園に配置することにより、マスクの着用が困難な
児童に対しても感染症の予防及び拡大防止に効果があった。また、
児童を保育する教職員の感染リスクの軽減が図られた。

教育委員会教
育総務課

16 飼料用米転換助成事業

①主食用米はコロナ禍における業務向けを中心とした需要減少の影響
等から、全国的に在庫量は拡大し、販売状況が悪化している。経営安定
に向けて飼料用米の作付面積拡大により所得が減少する農業者に対し
助成するもの。
②助成単価　１０a  あたり１千円
　事務費（振込手数料）等

R3.12 R4.2 4,504 4,000

米価安定と農業者の所得確保並びに優良米生産地としての基盤維
持が図られた。
交付対象者：１２４者
交付対象面積（飼料用米）：４０，３４９ａ
交付対象面積（ＷＣＳ）：５，２４０ａ

産業部農林課

17 スクールサポート事業

①新型コロナウイルス感染症対策を図りながら、きめ細やかな学習活動
の実施など、学校における教育活動を支援するため、学習指導員及び
スクールサポートスタッフを配置するもの７。
②報酬、期末手当、通勤手当
学習指導員配置校37校（小学校28校、中学校9校）
スクールサポートスタッフ配置校36校（小学校28校、中学校8校）

R3.4 R4.3 44,796 30,000

希望する小中学校に学習指導員及びスクールサポートスタッフを配
置することにより、新型コロナウイルス感染症対策を強化することが
できたとともに、感染症対策に係る教職員の業務軽減につながっ
た。

教育委員会学
校教育課
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地方創生臨時交付金　令和３年度実施事業

No. 事業の名称
事業の概要
①目的・効果
②交付金を充当する経費内容

事業
始期

事業
終期

総事業費
　　　　　　　［千円］

臨時交付金充当額
　　　　　　　［千円］

効果（事業の評価） 所管

18
中小企業者等事業継続支
援金（観光関連産業事業者
分）

①②緊急事態宣言の発出や、Gotoトラベルの停止により、観光関連産
業が大きな影響を受けていることから、市内の中小事業者及び個人事
業主を支援することで、事業の継続性を確保し雇用の安定を図るもの。
・対象者／下記の観光関連産業事業者
・対象要件／令和３年４月から９月までのいずれか1か月の売上高が、
前年または前々年同月比で20％以上減収していること。
・対象外要件／感染症拡大防止協力金（4・5・8・9月）、中小企業者等事
業継続支援金（下記№2）の受給者
・支給額
〇宿泊業　  　　　：１事業者　200千円 ＋1室  2千円　上限額　500千円
〇観光バス会社　：１事業者　200千円 + 1台20千円　上限額　500千円
〇タクシー会社　 ：１事業者　200千円 + 1台10千円　上限額　500千円
※バス及びタクシーの両事業を同一経営で実施している事業者は上限
額800千円

R3.10 R4.3 13,402 13,402

新型コロナウイルス感染症拡大の影響を受け、売上が減少した中小
企業及び個人事業主の観光関連産業事業者へ助成金の交付を行
い、事業継続に寄与した。
申請件数：45件
交付件数：42件
交付金額：13,338,000円

産業部観光課

19
中小企業者等事業継続支
援金

①②感染拡大の影響により、1年以上にわたり幅広い業種において極め
て厳しい経営環境が続いていることから、事業継続に意欲的に取り組む
市内中小企業者等に対して支援金を給付するもの。
・対象者／感染拡大の影響により売上が減少した市内中小企業者（個
人事業主を含む）で、申請時点において継続して事業活動を行ってお
り、今後も事業活動を継続する意思があること。
・対象要件／令和３年４月から９月までのいずれか１か月の売上高が、
前年または前々年同月比で２０％以上減収していること。
・対象外要件／感染症拡大防止協力金（4・5・8・9月）、観光関連産業事
業者経営支援金【第２弾】（上記№1）の受給者
・支給額／減収額に応じて支給 （他財源71,000千円は県補助金）
１：減収額　500千円未満　　　　　　 →　100千円
２：減収額　500千円以上、2,000千円未満　→　200千円
３：減収額　2,000千円以上　　　　　 →　300千円

R3.10 R4.1 351,900 280,900

感染拡大の影響により、幅広い業種において極めて厳しい経営環境
が続いていることから、事業継続に意欲的に取り組む事業者に対し
て支援金を給付することにより、事業継続支援を図ることができた。
交付決定件数1,553件　支給総額3億5,190万円

産業部商工課

20
公共施設等の管理維持体
制持続化事業（道の駅「上
品の郷」）

①令和２年３月２７日付け事務連絡で総務省自治行政局行政経営支援
室から依頼のあった「新型コロナウイルス感染症への対応に係る指定管
理者制度の運用の留意点について」に基づき、経営状況に対する感染
症の影響の一部を補い、雇用の維持と事業の継続に寄与するもの。
②
・基礎額　令和３年４月から令和４年３月までの収入および支出の影響
（見込）額
・支援額　基礎額 × 0.9
・充当額　支援額 × 0.5（感染拡大の影響が大きい上半期分）

R3.12 R4.3 48,900 24,450

新型コロナウイルス感染症の影響下においても、道の駅「上品の郷」
管理運営事業の継続が図られることにより地域事業者への相乗効
果が維持されその生活が確保された。

産業部観光課

21
公共施設等の管理維持体
制持続化事業（石ノ森萬画
館）

①令和２年３月２７日付け事務連絡で総務省自治行政局行政経営支援
室から依頼のあった「新型コロナウイルス感染症への対応に係る指定管
理者制度の運用の留意点について」に基づき、経営状況に対する感染
症の影響の一部を補い、雇用の維持と事業の継続に寄与するもの。
②
・基礎額　令和３年４月から令和４年３月までの収入および支出の影響
（見込）額
・支援額　基礎額 × 0.9
・充当額　支援額 × 0.5（感染拡大の影響が大きい上半期分）

R3.12 R4.3 16,500 8,247

指定管理者との間で締結した協定のリスク分担に基づいて協議を行
い、感染拡大防止に向けた対応等により生じた減収に対して支援金
を支出したもの。
支援金支給によって、本市の中心市街地活性化の中核を担う石ノ森
萬画館の雇用と事業が維持でき、当該施設では引き続き来石者増
加に取り組むことが可能となったことで、令和2年度と比べて約1.3倍
の来館者数増加回復を達成した。
このことから、支援金支給によって、萬画館を中心とした市街地周遊
の促進や地域経済の回復に寄与できたものと言える。

産業部観光課
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地方創生臨時交付金　令和３年度実施事業

No. 事業の名称
事業の概要
①目的・効果
②交付金を充当する経費内容

事業
始期

事業
終期

総事業費
　　　　　　　［千円］

臨時交付金充当額
　　　　　　　［千円］

効果（事業の評価） 所管

22
公共施設等の管理維持体
制持続化事業（あいプラザ・
石巻）

①令和２年３月２７日付け事務連絡で総務省自治行政局行政経営支援
室から依頼のあった「新型コロナウイルス感染症への対応に係る指定管
理者制度の運用の留意点について」に基づき、経営状況に対する感染
症の影響の一部を補い、雇用の維持と事業の継続に寄与するもの。
②
・基礎額　令和３年４月から令和４年３月までの収入および支出の影響
（見込）額
・支援額　基礎額 × 0.9
・充当額　支援額 × 0.5（感染拡大の影響が大きい上半期分）

R3.4 R4.3 13,100 6,550

新型コロナウイルス感染症の影響により、経営状況の悪化から施設
維持に影響が生じた指定管理者に対し、運営費を支援したことで、
指定管理者の経営安定及び事業の継続を図ることができた。

保健福祉部健
康推進課

23 敬老会代替事業

①新型コロナウイルス感染拡大防止のため敬老会を中止し，敬老祝とし
て記念品を送付するもの。
②記念品の購入，郵送等に係る経費 R3.6 R3.9 12,024 12,024

敬老祝として、77歳以上の高齢者21,896人に記念品を送付した。
コロナ禍においても、高齢者の長年の功績と長寿を祝うとともに敬老
の意を表することで、高齢者自身の生活の向上に努める意欲を促す
ことができた。

保健福祉部介
護福祉課

24
主食用米次期策支援事業
補助金

①感染症の影響によって、外食産業を中心とした食用米の需要が減少
し、米価が下落していることから、稲作農家の営農継続を支援するもの。
②令和４年産米の作付に係る生産資材購入に要する経費の一部 R3.12 R4.2 195,795 195,795

水稲生産現場における生産意欲の高揚と生産継続が図られた。
交付者：１，９９０者
交付対象面積：４，８８３．１０ha 産業部農林課

25
灯油等購入費助成事業（生
活困窮者等 ）

①感染症の影響を受ける生活困窮世帯の原油価格高騰に係る灯油購
入費を支援するもの。
②灯油等購入費給付金
5千円/世帯

R4.2 R4.11 92,045 89,045

対象と思われる住民税非課税世帯19,411世帯に支給要件確認書を
発送し、18,568世帯から返送があり、辞退及び非該当を除いた
18,260世帯に給付金を支給した。
また、家計急変世帯として、住民税非課税世帯以外の161世帯から
申請があり、支給要件を満たす149世帯に給付金を支給した。

灯油価格等の高騰により経済的に厳しい状況に置かれている住民
税非課税世帯等の18,409世帯に給付金を支給し、経済的な負担の
軽減を図ることができた。

保健福祉部保
健福祉総務課

26
燃油等購入費助成事業（漁
業）

①感染症の影響を受ける漁業者の、原油価格高騰に係る燃油（漁業船
舶用）購入費を支援するもの。
②燃油（漁業船舶用）購入費補助金（R3.12月からR4.2月までの3ヶ月分）
・燃油高騰対策補助金　30円／リットル （油種：A重油、経由、ガソリン）
・事務費

R4.2 R4.4 23,624 17,359

新型コロナウイルス感染症の影響により経済動向が不透明な中、燃
油価格の高騰が、漁業経営に影響することが懸念されたが、漁業者
に対し、燃油購入費の一部を助成したことで、安定的な経営と操業
の継続が支援できた。 産業部水産課

27
燃油等購入費助成事業（農
業）

①感染症の影響を受ける園芸農家の原油価格高騰に係る燃油購入費
を支援するもの。
②燃油購入費補助金（R3.12月からR4.2月までの3ヶ月分）
・燃油高騰対策補助金　3円／リットル
・事務費

R3.12 R4.3 4,478 4,000

施設園芸農業を経営する個人及び団体の負担軽減を図り、地域経
済の維持安定に寄与した。

産業部農林課

28
保育対策総合支援事業費
補助金

①感染防止対策の一環として、施設の規模に応じて感染症対策の徹底
を図るために必要とする物品等の購入を支援するもの。私立認可保育
所等の感染防止対策の一環として、施設の規模に応じて感染症対策の
徹底を図るために必要とする物品等の購入を支援するもの。
②
・公営施設の衛生用品購入費
・民間施設への保育対策総合支援事業費補助金

R3.8 R4.3 21,135 5,694

各公立保育所向けに消毒液等の消耗品を購入することで、ウイルス
を除去することができ、適切な感染予防が図られた。
また、認可保育所等にも、消耗品や備品等を購入する経費に対する
補助金を支出することで、ウイルスを除去する体制を構築することが
でき、適切な感染予防が図られた。

保健福祉部子
ども保育課
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